
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちゅうおうかい通信 

第 2３０号 平成 29 年７月１８日発行 

—新潟県中小企業団体中央会 FAX 通信－ 

組合間連携支援指導事業と当事業アンケート結果抜粋について 

新潟県中央会では、平成 29 年度も当会会員を対象に連携したい組合と組合の事業を繋げ、新しい

取り組みをするチャンスにつなげる「組合間連携支援指導事業」を実施しております。他の組合や団体

と連携して講習会や懇談会を開催したい、あの組合が主催するイベントや保有する施設等に出展したい

等、組合間連携支援のご要請がございましたら、組合担当にご相談ください。協議の上、組合間連携が

スムーズにいくよう事業経費の一部を中央会が負担しコーディネートいたします。 

本事業は平成 24 年度より実施しておりますが、平成 28 年度は、各組合にヒアリングでのアンケート

調査を実施しました。ヒアリング数は 162 組合となりました。集計結果の抜粋ですが、組合間連携事

例に関心があるが３３％ありました。ご意見として組合間連携による新規事業、組合員の為の販路開

拓、組合員の増員、ニーズにあった研修会・人材育成・組織強化ヒントにつなげたい等々、いただきま

した。ご回答いただいた組合の皆様方々ありがとうございます。 

取り組み事例のパンフレット「組合・中央会活用のすすめ vol.3」を発行しておりますので、関心のあ

る方は、組合担当までお問合せください。 

 

・支援対象事業内容 

２組合以上が連携して、それぞれが保有する商品・技術・サービスについて研究会・懇談会等の開催

をおこなう。 

一方の組合が主催するイベント・保有する施設等での展示販売等について支援を行うことにより、そ

の後の事業連携等を図る。等 

 

・指導事業費 

 １支援グループにつき、上限１５万円。下限は定めない。 

  ※ 原則として対象経費総額１５万円以上の場合、原則として１０万円を限度とする。ただし、対

象経費総額１５万円未満の場合は、その３分の２とする。 

１５万円を超過した分は、組合の負担とする。 

         

・支援対象経費 

 謝金、旅費、会議費、会場借料、会場整備費、印刷費、車両借上費、借損料、通信運搬費 

 

◆お問い合わせ先 各組合担当職員までお問い合わせください。 

 

支援事業情報 
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食の販路開拓セミナー 参加者募集中 

 新潟県中央会では、食に関する様々な事業者が連携し、新たな付加価値をつけて、県内外に向けて発信する

取り組みを応援します。セミナーは２部構成になっており、相談会の開催も予定しております。参加はすべて

無料ですので、多くの方からご参加をお待ちしております！ 

 

セミナー内容  １．「～売れなくて嘆く前に！聴く・効くセミナー～ 

                           『あなたの商品を１００円でも高く売る方法』」 

         講師：椎葉彰典氏（食と高付加価値化研究所） 

        ２．商品力アップ公開講座 

「～貴社の商品の活かされるべきポイントをお伝えする～『持ち込み！商品鑑定団』」 

日 時 ・ 会 場  ①佐渡会場  ７月２４日（月）午後１時３０分～３時３０分 

               佐渡中央会館「集会室」（佐渡市河原田本町３９４） 

        ②長岡会場  ８月２５日（金）午後１時３０分～３時３０分 

               ハイブ長岡２階「特別室」（長岡市千秋３丁目３１５－１１）  

        ③新発田会場 ９月２２日（金）午後１時３０分～３時３０分 

               新発田商工会議所４階「４０３」（新発田市中央町４－１０－１０） 

 

◆お問い合わせ先 新潟県中小企業団体中央会 連携推進課 早川、朝倉 

 

セミナー情報 

消費税対策でお困りの方へ～個別相談・専門家派遣・講習会のご案内～ 

 新潟県中央会では、昨年に引き続き消費税の円滑な転嫁のための個別相談、専門家派遣、講習会の開催等をい

たします。組合様の負担なく、無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。 

 

 ①個別相談・・・組合担当職員が対応いたします。 

 ②専門家派遣・・・一度組合担当職員が対応させていただき、専門的な事案については専門家を派遣します。 

 ③講習会開催・・・組合のご要望に応じて、総会、役員会、研修会等に併せて開催することも可能です。 

 

◆お問い合わせ先 各組合担当職員までお問い合わせください。 

 

事務関係情報 
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 平成３１年１０月より消費税率は１０％となります。 


